
 

 
 
 
 
 
          議案第１０９号関連資料 

子育て世帯への臨時特別給付金給付事業について 

 

１ 目的・趣旨 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、子育て世帯を支援する観点から、高校生ま

での子どもがいる世帯に対し、児童１人当たり１０万円相当の給付を行うこととされました。 

なお、本給付の支給方法につきましては、年内に５万円の現金支給を行うとともに、来年春の

卒業・入学・新学期に向けて、５万円相当のクーポンを基本とした給付を行うこととなっており

ましたが、国の方針の変更に伴い、現金支給による給付も認められることとなりました。 

つきましては、市民のニーズや利便性、給付にかかるコスト、支給時期等を鑑み、クーポンを

基本とした給付についても現金給付することとし、対象児童１人当たり１０万円を一括で現金給

付しようとするものです。 

 

２ 事業の概要 
  

項 目 内 容 

支給方法 ⑴ 現金給付（先行給付金） ⑵ 現金給付（クーポン給付） 

対 象 者 

次のいずれかの児童を養育している方に支給する。 

① 令和３年９月分の児童手当支給対象となる児

童 

② ９月３０日時点で高校生等（平成１５年４月２

日～平成１８年４月１日生まれ）の児童 

③ 令和４年３月３１日までに生まれた児童手当

の支給対象児童 

※ ①～③ともに、児童を養育している者の年収が

９６０万円以上の世帯（配偶者及び児童２人を扶

養親族等にしている場合）は対象外。 

左記の対象者と同じ 

給 付 額 児童一人当たり５万円 児童一人当たり５万円 

対象件数 

（見込） 

世帯数 ３０，０００世帯 

児童数 ５１，０００ 人 
左記の対象者と同じ 

支給日 

 
令和３年１２月２７日 

 
申請が必要となる、児童が高校生以上の世帯等につ

いては、申請受付後、速やかに支給します。 

 
令和３年１２月２７日 

 
左記とあわせて、現金により 

一括で支給します。 

予 算 

給付金 ２，５５０，０００千円 

事務費    １２，０００千円 

（議案第１０８号補正予算に計上） 

給付金 ２，５５０，０００千円 

財 源 国庫補助金（１０/１０） 国庫補助金（１０/１０） 

 

３ 実施スケジュール（予定） 
 

日 程 内 容 

令和３年１２月 

・市ホームページ等で広報 

・対象者へ支給案内を送付 

・申請受付開始 

・給付金の支給開始 
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2 0 2 1 年 (令和３年 )１２月２１日 

こども局子育て支援室児童福祉課 


